
医療・福祉施設の管理者さまへ

　エネルギー価格等の物価高騰に対応し、医療・福祉施設等の運営負担を軽減するため、支援金

を支給します。

■ 対象施設

　特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、通所介護事業所、障害者支援施設、児童養護施設、

　医療機関、歯科医療機関、調剤薬局　ほか

■ 支給金額

　【入所施設】

　　定員５０人未満　　　　　　　　　　　　 　　　  ３０万円

　　定員５０人以上１００人未満　　　　　　　　　   ５０万円

　【通所施設】

　　定員５０人未満　　　　　　　　　　　　　     １５万円

　　定員５０人以上１００人未満　　　　　　　     ２０万円

　【訪問・相談支援】

　　１施設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ５万円

　【医療機関・歯科医療機関・調剤薬局】

　　従業員数１０人未満　　　　　　　　　　　     １０万円

　　従業員数１０人以上２０人未満　　　　　　     ２０万円

　　従業員数２０人以上３０人未満　　　　　　     ３０万円

　　従業員数３０人以上４０人未満　　　　　　     ４０万円

　　従業員数４０人以上５０人未満　　　　　　     ５０万円

■ 申請要件

 　１．上郡町内に所在する裏面の対象施設であること（サテライト事業所は除く）

 　２．令和８年１月１日時点の従業員数及び裏面の施設規模で運営している施設

　 ３．申請時点で事業を運営している施設

 
４．国又は地方公共団体が設置していないこと

 　５．町税に未納がないこと

　 

■ 申請方法

　　申請書、同意書に従業員名簿（医療機関・歯科医療機関・調剤薬局）を添えて提出してくだ

　さい。

　　📅 申請期限：令和８年８月31日（必着）

　　📍 提出先：上郡町役場　健康福祉課　　（電話：５２-２１８８）

　　　　　　　　　　　　　　国保介護支援課（電話：５２-１１５２）

　　　　　　　　〒678-1292　兵庫県赤穂郡上郡町大持278

■ その他

 

支給は１施設につき１回限り

 

支給後、要件に該当しない事実が発覚した場合は返還を命じます



■ 対象施設一覧

　□ 短期入所生活介護事業所　　□ 認知症対応型共同生活介護事業所

　□ 特別養護老人ホーム　　　　□ 介護老人保健施設

　□ 障害者支援施設　　　　　　□ 共同生活援助施設

　□ 児童養護施設　　　　　　　□ 通所介護事業所

　□ 生活介護事業所　　　　　　□ 就労継続支援Ｂ型事業所

　□ 児童発達支援事業所　　　　□ 放課後等デイサービス事業所

　□ 居宅介護支援事業所　　　　□ （重度）訪問介護事業所

　□ 訪問看護事業所　　　　　　□ 福祉用具貸与事業所

　□ 医療機関　　　　　　　　　□ 歯科医療機関

　□ 調剤薬局

■ よくあるご質問

　Q：複数の事業所がある場合、複数申請できますか？

　A：申請できます。ただし、同一建物内で複数の区分の事業を運営している場合は、申請は　

　　１事業所のみとなります。

　

　Q：支給金額は何を基準に決まりますか？

　A：入所施設は定員数、通所施設は定員数、医療機関は従業員数で決まります。詳しくは表　　

　　面の「支給金額」をご覧ください。

　Q：支給金を何に使ってもいいですか？

　A：物価高騰対策として、施設の運営に充てることを想定しています。

■ 申請に必要な書類

　① 上郡町医療・福祉施設等物価高騰対策支援金申請書兼支給請求書（様式第１号）

　② 従業員名簿（医療機関・歯科医療機関・調剤薬局のみ）

■ 支給決定について

　審査後、支給（不支給）通知書（様式第２号）でお知らせします。


	医療・福祉施設の管理者さまへ
	■ 対象施設一覧 　□ 短期入所生活介護事業所　　□ 認知症対応型共同生活介護事業所 　□ 特別養護老人ホーム　　　　□ 介護老人保健施設 　□ 障害者支援施設　　　　　　□ 共同生活援助施設 　□ 児童養護施設　　　　　　　□ 通所介護事業所 　□ 生活介護事業所　　　　　　□ 就労継続支援Ｂ型事業所 　□ 児童発達支援事業所　　　　□ 放課後等デイサービス事業所 　□ 居宅介護支援事業所　　　　□ （重度）訪問介護事業所 　□ 訪問看護事業所　　　　　　□ 福祉用具貸与事業所 　□ 医療機関　　　　　　　　　□ 歯科医療機関 　□ 調剤薬局
	■ よくあるご質問 　Q：複数の事業所がある場合、複数申請できますか？ 　A：申請できます。ただし、同一建物内で複数の区分の事業を運営している場合は、申請は　 　　１事業所のみとなります。 　
	　Q：支給金額は何を基準に決まりますか？ 　A：入所施設は定員数、通所施設は定員数、医療機関は従業員数で決まります。詳しくは表　　 　　面の「支給金額」をご覧ください。
	　Q：支給金を何に使ってもいいですか？ 　A：物価高騰対策として、施設の運営に充てることを想定しています。

